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入 札 公 告 

 

 

 

次 の と お り 一 般 競 争 入 札 に 付 し ま す 。 

 

 

令 和 ８ 年 ６ 月 ２ ９ 日  

 

 

                    国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構  

                        水 産 技 術 研 究 所 管 理 部 門 神 栖 拠 点 長 事 務 取 扱  山 本   潤  

 

 

１ ． 工 事 概 要 

 

（ １ ） 工 事 名    球 面 波 水 槽 電 動 台 車 不 具 合 箇 所 修 繕 工 事  

 

（ ２ ） 工 事 場 所    入 札 説 明 書 に よ る 。  

 

（ ３ ） 工 事 内 容    入 札 説 明 書 に よ る 。  

 

（ ４ ） 履 行 期 限    令 和 ９ 年 ２ 月 １ ９ 日  

 

（ ５ ） 入 札 方 法     落 札 決 定 に 当 た っ て は 、 入 札 書 に 記 載 さ れ た 金 額 に 当 該  

金 額 の １ ０ ０ 分 の １ ０ に 相 当 す る 額 を 加 算 し た 金 額 （ 当 該  

金 額 に １ 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 そ の 端 数 金 額 を 切 り  

捨 て た 金 額 ） を も っ て 落 札 価 格 と す る の で 、 入 札 者 は 、 消  

費 税 及 び 地 方 消 費 税 に 係 る 課 税 事 業 者 で あ る か 免 税 事 業 者  

で あ る か を 問 わ ず 、 見 積 も っ た 契 約 希 望 金 額 の １ １ ０ 分 の  

１ ０ ０ に 相 当 す る 金 額 を 入 札 書 に 記 載 す る こ と 。  

 

 

２ ． 競 争 参 加 資 格 

 

（ １ ） 国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構 契 約 事 務 取 扱 規 程 （ 平 成 １ ３ 年 ４ 月 １ 日 付 け １  

３ 水 研 第 ６ ５ 号 ） 第 １ ２ 条 第 １ 項 及 び 第 １ ３ 条 の 規 定 に 該 当 し な い 者 で あ る こ と 。  

 

（ ２ ） 令 和 ７ ・ ８ 年 度 国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構 競 争 参 加 資 格 又 は 農 林 水 産 省 大

臣 官 房 予 算 課 競 争 参 加 資 格 の ｢ 建 築 工 事 契 約 ｣ の 業 種 ｢ 機 械 器 具 設 置 工 事 ｣ で 「 C 」 又 は 「 D 」 い

ず れ か の 等 級 に 格 付 け さ れ て い る 者 で あ る こ と 。  

 

（ ３ ） 国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構 理 事 長 か ら 建 設 工 事 契 約 指 名 停 止 措 置 要 領 に 基 づ

く 指 名 停 止 を 受 け て い る 期 間 中 で な い こ と 。  

た だ し 、 農 林 水 産 省 大 臣 官 房 予 算 課 競 争 参 加 資 格 に 格 付 け さ れ て い る 者 で あ る 場 合 は 、

農 林 水 産 省 大 臣 官 房 予 算 課 の 同 様 の 指 名 停 止 措 置 要 領 に 基 づ く 指 名 停 止 を 受 け て い る 期 間 中

で な い こ と 。  

 

（ ４ ） 暴 力 団 員 に よ る 不 当 な 行 為 の 防 止 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 ３ 年 法 律 第 ７ ７ 号 ） 第 ３ ２ 条  

第 １ 項 各 号 に 掲 げ る 者 で な い こ と 。  

 

 

３ ． 入 札 説 明 書 等 の 交 付 方 法      競 争 参 加 希 望 者 は 、 以 下 に よ り 入 札 説 明 書 等 （ 入 札 説

明 書 、 入 札 心 得 書 、 契 約 書 案 、 入 札 書 様 式 、 委 任 状 様 式

等 ） の 交 付 を 受 け る こ と 。  

                                         

① 直 接 交 付  

茨 城 県 神 栖 市 波 崎 ７ ６ ２ ０ － ７  

国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構  

水 産 技 術 研 究 所 管 理 部 門 神 栖 拠 点 管 理 チ ー ム  

電  話  ０ ４ ７ ９ － ４ ４ － ５ ９ ３ ２  

Ｆ Ａ Ｘ  ０ ４ ７ ９ － ４ ４ － １ ８ ７ ５  

② 宅 配 便 着 払 い に よ る 交 付  

任 意 書 式 に 「 神 栖 庁 舎  球 面 波 水 槽 電 動 台 車 不 具 合

箇 所 修 繕 工 事 入 札 説 明 書 宅 配 便 に て 希 望 」 と 記 入 し 、

社 名 、 担 当 者 名 、 住 所 、 電 話 番 号 を 記 載 の う え 、 上

記 ① あ て Ｆ Ａ Ｘ 送 信 す る こ と 。  

③ メ ー ル に よ る 交 付  

任 意 書 式 に 「 球 面 波 水 槽 電 動 台 車 不 具 合 箇 所 修 繕 工

事  入 札 説 明 書 メ ー ル に て 希 望 」 と 記 入 し 、 社 名 、

担 当 者 名 、 メ ー ル ア ド レ ス 、 電 話 番 号 を 記 載 の う え 、

上 記 ① あ て Ｆ Ａ Ｘ 送 信 す る こ と 。  

 

 

４ ． 入 札 説 明 会 の 日 時 及 び 場 所 等    仕 様 書 等 に 関 し 質 疑 が あ る 場 合 に は 、 令 和 ８ 年 ７ 月 ９

日 ま で に 上 記 ３ ． あ て に メ ー ル （ ア ド レ ス は 入 札 説 明 書

に 記 載 ） 又 は フ ァ ッ ク ス に て 質 疑 を 行 う こ と 。 当 日 ま で
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の 質 疑 を 取 り ま と め 、 回 答 は 入 札 説 明 書 受 領 者 全 員 に 対

し て 行 う と と も に 当 機 構 の ホ ー ム ペ ー ジ に て 公 表 す る こ

と に よ り 入 札 説 明 会 に 代 え る 。  

                  な お 、 当 該 日 以 降 に 質 疑 が 発 生 し た 場 合 も 随 時 受 け 付

け 、 同 様 に 対 応 す る 。  

                  た だ し 、 質 疑 内 容 に 個 人 に 関 す る 情 報 で あ っ て 特 定 の

個 人 を 識 別 し 得 る 記 述 が あ る 場 合 及 び 法 人 等 の 財 産 権 等

を 侵 害 す る お そ れ の あ る 記 述 が あ る 場 合 に は 、 当 該 箇 所

を 伏 せ 又 は 当 該 質 疑 を 公 表 せ ず 、 質 疑 者 の み に 回 答 す る

こ と が あ る 。  

 

６ ． 入 札 の 日 時 及 び 場 所 等     

 

（ １ ） 入 札 の 日 時 及 び 場 所           令 和  ８ 年  ７ 月 ２ １ 日  １ ４ 時 ０ ０ 分  

茨 城 県 神 栖 市 波 崎 ７ ６ ２ ０ － ７  

国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構  

                 神 栖 庁 舎  研 究 本 館 １ 階 会 議 室   

 

（ ２ ） 郵 便 に よ る 入 札 書 の           令 和  ８ 年  ７ 月 ２ １ 日  １ ２ 時 ０ ０ 分  

           受 領 期 限 及 び 提 出 場 所        ３ ． ① に 同 じ 。  

 

 

７ ． そ  の  他  

 

（ １ ） 契 約 手 続 き に お い て  

使 用 す る 言 語 及 び 通 貨        日 本 語 及 び 日 本 国 通 貨 。  

 

（ ２ ） 入 札 保 証 金      免  除 。  

 

（ ３ ） 契 約 保 証 金       契 約 金 額 の １ ０ 分 の １ 以 上 の 契 約 保 証 金 を 納 付 す る 。  

た だ し 、 履 行 保 証 保 険 契 約 又 は 工 事 履 行 保 証 契 約 の 締

結 を 行 う 場 合 は こ の 限 り で は な い 。  

 

（ ４ ） 入 札 の 無 効      本 公 告 に 示 し た 競 争 参 加 資 格 の な い 者 の 提 出 し た 入 札  

書 及 び 入 札 に 関 す る 条 件 に 違 反 し た 入 札 書 は 無 効 と す る 。  

 

（ ５ ） 契 約 書 作 成 の 要 否        要 。  

 

（ ６ ） 落 札 者 の 決 定 方 法          予 定 価 格 の 制 限 の 範 囲 内 で 最 低 価 格 を も っ て 有 効 な 入

札 を 行 っ た 入 札 者 を 落 札 者 と す る 。  

た だ し 、 落 札 者 と な る べ き 者 の 入 札 価 格 に よ っ て は 、

そ の 者 に よ り 当 該 契 約 の 内 容 に 適 合 し た 履 行 が な さ れ な

い お そ れ が あ る と 認 め ら れ る と き 、 又 は そ の 者 と 契 約 を

締 結 す る こ と が 公 正 な 取 引 の 秩 序 を 乱 す こ と と な る お そ

れ が あ っ て 著 し く 不 適 当 で あ る と 認 め ら れ る と き は 、 予

定 価 格 の 制 限 の 範 囲 内 の 価 格 を も っ て 入 札 し た 他 の 者 の

う ち 最 低 の 価 格 を も っ て 入 札 し た 者 を 落 札 者 と す る こ と

が あ る 。  

 

 

（ ７ ） 競 争 参 加 者 は 、 入 札 の 際 に 国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構 の 資 格 審 査 結 果 通 知  

書 写 し 又 は 農 林 水 産 省 大 臣 官 房 予 算 課 の 資 格 審 査 結 果 通 知 書 写 し を 提 出 す る こ と 。  

 

（ ８ ） 詳 細 は 入 札 説 明 書 に よ る 。  

 

 

８ ． 契 約 に 係 る 情 報 の 公 表  

 

（ １ ） 公 表 の 対 象 と な る 契 約 先  

次 の ① 及 び ② い ず れ に も 該 当 す る 契 約 先  

①  当 機 構 に お い て 役 員 を 経 験 し た 者 （ 役 員 経 験 者 ） が 再 就 職 し て い る こ と 又 は 課 長

相 当 職 以 上 の 職 を 経 験 し た 者 （ 課 長 相 当 職 以 上 経 験 者 ） が 役 員 、 顧 問 等
※ 注 １  

と し

て 再 就 職 し て い る こ と  

②  当 機 構 と の 間 の 取 引 高 が 、 総 売 上 高 又 は 事 業 収 入 の ３ 分 の １ 以 上 を 占 め て い る こ

と
※ 注 ２

 

な お 、 「 当 機 構 」 と は 、 改 称 前 の 独 立 行 政 法 人 水 産 総 合 研 究 セ ン タ ー 及 び 国 立 研 究 開

発 法 人 水 産 総 合 研 究 セ ン タ ー 、 統 合 前 の 独 立 行 政 法 人 水 産 大 学 校 を 含 み ま す 。  

※ 注 １   「 役 員 、 顧 問 等 」 に は 、 役 員 、 顧 問 の ほ か 、 相 談 役 そ の 他 い か な る 名 称 を 有 す

る 者 で あ る か を 問 わ ず 、 経 営 や 業 務 運 営 に つ い て 、 助 言 す る こ と 等 に よ り 影 響 力

を 与 え る と 認 め ら れ る 者 を 含 む 。  

※ 注 ２   総 売 上 高 又 は 事 業 収 入 の 額 は 、 当 該 契 約 の 締 結 日 に お け る 直 近 の 財 務 諸 表 に 掲

げ ら れ た 額 に よ る こ と と し 、 取 引 高 は 当 該 財 務 諸 表 の 対 象 事 業 年 度 に お け る 取 引

の 実 績 に よ る 。  

 

（ ２ ） 公 表 す る 情 報  

上 記 （ １ ） に 該 当 す る 契 約 先 に つ い て 、 契 約 ご と に 、 物 品 役 務 等 の 名 称 及 び 数 量 、 契
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約 締 結 日 、 契 約 先 の 名 称 、 契 約 金 額 等 と 併 せ 、 次 に 掲 げ る 情 報 を 公 表 す る 。  

①  当 機 構 の 役 員 経 験 者 及 び 課 長 相 当 職 以 上 経 験 者 （ 当 機 構 Ｏ Ｂ ） の 人 数 、 職 名 及 び

当 機 構 に お け る 最 終 職 名  

②  当 機 構 と の 間 の 取 引 高  

③  総 売 上 高 又 は 事 業 収 入 に 占 め る 当 機 構 と の 間 の 取 引 高 の 割 合 が 、 次 の 区 分 の い ず

れ か に 該 当 す る 旨  

３ 分 の １ 以 上 ２ 分 の １ 未 満 、 ２ 分 の １ 以 上 ３ 分 の ２ 未 満 又 は ３ 分 の ２ 以 上  

④  一 者 応 札 又 は 一 者 応 募 で あ る 場 合 は そ の 旨  

 

（ ３ ） 当 機 構 に 提 供 し て い た だ く 情 報  

①  契 約 締 結 日 時 点 で 在 職 し て い る 当 機 構 Ｏ Ｂ に 係 る 情 報 （ 人 数 、 現 在 の 職 名 及 び 当

機 構 に お け る 最 終 職 名 等 ）  

②  直 近 の 事 業 年 度 に お け る 総 売 上 高 又 は 事 業 収 入 及 び 当 機 構 と の 間 の 取 引 高  

 

（ ４ ） 公 表 日  

契 約 締 結 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て 原 則 と し て ７ ２ 日 以 内 （ ４ 月 に 締 結 し た 契 約 に つ い て

は 原 則 と し て ９ ３ 日 以 内 ）  

 

（ ５ ） そ の 他  

当 機 構 ホ ー ム ペ ー ジ （ 契 約 に 関 す る 情 報 ） に 「 国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構

が 行 う 契 約 に 係 る 情 報 の 公 表 に つ い て 」 が 掲 載 さ れ て い る の で ご 確 認 い た だ く と と も に 、

所 要 の 情 報 の 当 機 構 へ の 提 供 及 び 情 報 の 公 表 に 同 意 の 上 で 、 応 札 若 し く は 応 募 又 は 契 約

の 締 結 を 行 っ て い た だ く よ う ご 理 解 と ご 協 力 を お 願 い い た し ま す 。  

な お 、 応 札 若 し く は 応 募 又 は 契 約 の 締 結 を も っ て 同 意 さ れ た も の と み な さ せ て い た だ

き ま す の で 、 ご 了 知 願 い ま す 。  

 

 

９ ． 公 的 研 究 費 の 不 正 防 止 に か か る 「 誓 約 書 」 の 提 出 に つ い て  

 

当 機 構 で は 、 国 よ り 示 さ れ た 「 研 究 機 関 に お け る 公 的 研 究 費 の 管 理 ・ 監 査 の ガ イ ド ラ イ ン

（ 実 施 基 準 ） 」 （ 平 成 １ ９ 年 ２ 月 １ ５ 日 文 部 科 学 大 臣 決 定 ） に 沿 っ て 、 公 的 研 究 費 の 契 約 等

に お け る 不 正 防 止 の 取 り 組 み を 行 っ て お り 、 取 り 組 み の ひ と つ と し て 、 取 引 先 の 皆 様 に 「 国

立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構 と の 契 約 等 に あ た っ て の 注 意 事 項 」 （ U R L ： h t t p s : / / w w w .

f r a . g o . j p / h o m e / k e i y a k u / f i l e s / p l e d g e _ r e q u e s t n o t e _ c o n t r a c t 2 . p d f ） を ご 理 解 い た だ き 、

一 定 金 額 以 上 の 契 約 に 際 し て 、 当 該 注 意 事 項 を 遵 守 す る 旨 の 「 誓 約 書 」 の 提 出 を お 願 い し て

い ま す 。  

公 的 研 究 費 の 不 正 防 止 関 係 書 類 （ ① 公 的 研 究 費 の 不 正 防 止 に か か る 「 誓 約 書 」 の 提 出 に つ

い て 、 ② 国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構 と の 契 約 等 に あ た っ て の 注 意 事 項 、 ③ 誓 約

書 ） は 、 入 札 説 明 書 に 添 付 し ま す の で 、 契 約 相 手 方 と な っ た 場 合 は 、 誓 約 書 の 提 出 を お 願 い

し ま す 。  

な お 、 当 機 構 の 本 部 、 研 究 所 、 開 発 調 査 セ ン タ ー 、 水 産 大 学 校 い ず れ か １ 箇 所 に １ 回 提 出

し て い た だ け れ ば 、 当 機 構 内 の 次 回 以 降 の 契 約 で は 再 提 出 す る 必 要 は あ り ま せ ん 。  



 

【機密性 情報】

工 事 仕 様 書 

 

１．件 名    球面波水槽電動台車不具合箇所修繕工事 

 

２．業務目的    測器電子機器実験棟球面波水槽室に設置している電動台車は、魚のターゲッ

トストレングス測定や水中音響機器の基本的な較正パラメータ取得などで

使用しているが、使用中に回転ができないという不具合が報告された。 

昨年度作成された、不具合箇所の特定ならびに改善案に基づき修繕を行うこ

とを目的とする。 

 

３．工事場所    茨城県神栖市波崎７６２０－７ 
          国立研究開発法人水産研究・教育機構 神栖庁舎 測器電子機器実験棟 

 

４．工事期限    令和９年 ２月１９日（金） 

 

５．一般事項    図面及び特記仕様に記載されていない事項については、すべて下記仕様書

等によるものとする。 
・国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 建築工事共通仕様書 
・      〃          電気設備工事共通仕様書 
・      〃          機械設備工事共通仕様書 
・      〃          建築改修工事共通仕様書 
・      〃          電気設備改修工事共通仕様書 
・      〃          機械設備改修工事共通仕様書 
・      〃          建築工事標準詳細図 
・      〃          電気設備工事標準図 
・      〃          機械設備工事標準図 

 

６．工事内容    図1に示す測器電子機器実験棟内の球面波水槽室に設置された電動台車につ

いて、下記の不具合箇所の修繕を行うこと。また、作業後は試運転を実施し、

正常動作を確認すること。また、修繕報告書を提出すること。 

    

（１）修繕前の外観点検 

（２）走行、横行、回転の３軸について、サーボモーター及びモータード

ライバー、プログラマブルロジックコントローラ(PLC)の交換。サー

ボモーター（1.8 kW✕1，0.75 kW✕2）及びモータードライバー（2 
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kW✕1，0.75 kW✕2）は機構が支給する。図2－4に使用しているサー

ボモーターを示す。また、図5、6にモータードライバー、プログラ

マブルロジックコントローラ(PLC)を示す。 

 

図1 別紙 

 

図2 現在の走行用サーボモーター① 

 

 
 

図3 現在の横行用サーボモーター② 
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図4 現在の旋回用サーボモーター③ 

 

 
 

 

 

 

図5 使用中のモータードライバー（移動台車上の制御盤④の中に設置） 

（３）制御盤内PLCの交換とプログラム更新。PLC関連機器（PLC✕１、PLC

用タッチパネル✕1）は機構が支給する 
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図6 使用中のPLC（移動台車上の制御盤④の中に設置） 

 

（４）制御盤の更新 

図7，8に示す移動台車上の制御盤の更新と配線及び制御処理室の制

御盤の撤去。制御盤内に結露防止策を講じること。また、これまで

と同様にPCからの遠隔制御を可能にすること。 

。 

 
 

図7 使用中の球面波水槽室内の移動台車上の制御盤④ 

 

 
 

 



 

【機密性 情報】

図8 使用中の制御処理室の制御盤 
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図9 リミットスイッチ。赤実線は昇降用（2）、黒実線は回転用（2）（５）全リミットスイッチ

の交換 

電動台車に取り付けてある8個のリミットスイッチを新しいものに更新すること。型番 WL

CA2-2N（オムロン）✕8個 
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図10 横行用リミットスイッチ(左右それぞれ1個) 

 

 

 
 

 

 

図11 走行用リミットスイッチ(前後それぞれ1個) 
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（６）赤色回転灯の交換(⑤、2箇所) 

電動台車に取り付けてある2個の赤色灯（図9、2つのうちの1つ）を新しいものに更新するこ

と。型番：ACA-100SR（Proface）✕2個 

 

 
 

図9 電動台車上の赤色回転灯（2箇所） 

 

７．そ の 他    改修前の機能と精度を有していること。今後のPLC交換、更新等に備え、接

続図、プログラム言語（バージョン）、コマンドなど、必要な情報を電磁媒体で引き渡すこと。詳

細については担当職員の指示に従うこと。 

 


